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概要版

令和７年度～令和１１年度

令和７年３月
社会福祉法人  富山市社会福祉協議会



　近年、人口減少・高齢化社会の進展などにより、家族や近所の関係の希薄化、ひとり暮ら

しの高齢者や高齢者のみの世帯の増加と孤立化、介護や育児などによる家族の負担増などの

複雑化・複合化した問題、ひきこもりやヤングケアラーなどの制度の狭間にある問題の顕在

化、高齢者や子どもへの虐待の危険性の増大、再犯者率の高止まり、障害のある人への差別

の解消と合理的配慮の提供などへの対応が課題となっています。

　こうした地域社会における様々な問題に対応するため、包括的な支援体制を目指し、「相

談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する「重層的支援体制整

備事業」が創設され、富山市では、令和4（2022）年度から開始されています。

　以上のような経過を踏まえ、富山市地域福祉計画と連携を図りながら、地域福祉施策を計

画的に推進していきます。

　市の地域福祉計画と内容を一部共有させ、その理念や仕組みを盛り込んで、地域（住民）

の主体形成や組織化を具体的に進めていくための行動計画としています。

　計画期間は、令和7（2025）年度から令和11（2029）年度までの5年間とします。
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3 計画の期間



基本理念の実現に向け、次の3つの重要な視点から、様々な地域福祉施策を展開します。

視点１　地域共生社会の実現に向けたインクルージョンの理念の浸透
　社会全体で地域住民とともに一緒に取り組むことにより、誰一人取り残されることのない
よう、地域福祉のあらゆる場面において、インクルージョンの理念の浸透を目指していきます。

視点２　地域福祉を支える人とネットワークの確保
　社会環境が変化しても、誰一人取り残されることのないよう、地域福祉のあらゆる場面に
おいて、互いを尊重し、助け合い、支え合う関係性を再構築し、地域福祉に関係する人口の
拡大を目指していきます。

視点３　支援を必要とする人に寄り添う地域づくりの進展
　地域福祉のあらゆる場面において、誰一人取り残されることのないよう利用者視点に立っ
た利用者本位の福祉サービスを量、質ともに提供できるような体制を確保することを目指し
ていきます。

誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らし続けられるまちをめざして

　地域共生社会の実現に向けて、これまで以上に地域住民や福祉組織・関係者が主体となっ

て、連携・協働し、地域生活課題の解決のための活動を展開していくことが求められていま

す。前計画の基本理念を継承し、地域福祉施策の一層の推進を図ることにより、地域共生社

会の実現を図っていきます。

地域共生社会に向けた人づくり

地域福祉がいきづく体制づくり

安心して自分らしく暮らせる地域づくり

基本理念

基本目標

共通する重要な視点

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ
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基本目標Ⅰ

重点

重点

重点

重点

重点

（1）啓発活動の推進

（1）地域福祉の担い手支援

（2）福祉教育の推進

（2）ボランティア活動の推進

（3）新たな担い手の発掘・育成

① 地域福祉の情報発信

① ボランティア情報の発信

① 新たな担い手の発掘と育成

④ 富山市ボランティアセンターの充実

① 地域を支えるボランティアの拡充

① 学校における福祉教育の推進

② 出前講座の充実

② ボランティアの育成と支援

② 小学校区等を単位とした
ネットワークづくり

③ 福祉意識の醸成・啓発イベントの開催

③ 地域活動団体との協働

広報活動普及事業（地域福祉の啓発）

広報活動普及事業（ボランティア）

ボランティアセンター運営事業

生活支援ボランティア派遣事業（ささえサン）

福祉の講師派遣事業（学校向け）

福祉の講師派遣事業

ボランティア講座開催事業

地域ぐるみ福祉活動推進事業
（活動調整連絡会の開催事業）

ふれあいフェスタ開催事業

地区社協支援事業（地区社協事業助成金）

地域ぐるみ福祉活動推進事業
（福祉人材発掘・養成事業）

福祉フェスティバル開催事業

地区担当制の推進

長寿ふれあいセンター運営事業

地域共生社会に向けた人づくり

ともに支え合う意識づくりや尊重し合う関係づくり

地 域 福 祉を担う人づくり

●地域共生社会の実現に向け、支え合い等の重要性の認識や互いを尊重し合うことのでき
る関係性を高めていくことを、性、年齢、障害の有無等を問わず、社会復帰をめざす人
を含め、誰一人取り残さないまちづくりを進めていきます。

●地域住民の意識や関係性が高まることにより、地域福祉活動やボランティア活動にかか
わる人口が拡大し、今とこれからを担う人材が育まれることが期待されます。そのよう
に、地域共生社会に向けた人づくりに連携・協働して取り組んでいきます。
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地域ぐるみ福祉活動推進事業
（要援護者等とのふれあい活動）

生活支援ボランティア派遣事業
（おらっちゃ雪かき隊）

地域福祉活動活性化事業
（小地域ささえあい活動）

地域ぐるみ福祉活動推進事業
（他組織との連携による地域福祉活動）

除排雪ボランティア派遣事業
建具修理ボランティア派遣事業

地域福祉活動活性化事業
（地域の基盤強化事業）

基本目標Ⅱ

重点

（1）コミュニティの醸成

（2）見守り、問題発見体制の充実

（3）各種団体の活動支援

（4）学校、企業との連携

① 地域の福祉課題の共有

① 福祉推進員の充実

① 民生委員児童委員協議会との連携

① 学校との連携

② NPO法人、社会福祉法人等との連携

③ ボランティア団体等への活動費の助成

④ 寄附文化の醸成

② 見守りネットワークの強化

② 企業等との連携

③ 地域福祉に関する情報の共有

② 地域での交流促進

⑤ 共同募金の活用

地域福祉活動活性化事業（福祉推進員の設置）

団体事務（富山市民生委員児童委員協議会）

サマーボランティア体験事業

団体事務（富山市社会福祉法人連絡協議会）

社会福祉活動助成事業

愛と誠銀行運営事業

地域総合福祉推進事業
（ケアネット事業）

地域福祉活動活性化事業（世代間交流活動）

地域歳末たすけあい配分金事業

地域福祉懇談会開催事業

福祉機材貸出事業（地域交流用機材の貸出）

団体事務（富山市共同募金委員会）

地域福祉がいきづく体制づくり

支え合う地 域 づくり

●地域住民の意識や関係性の高まりを、見守りなどの支え合い活動や各福祉分野における
個別の地域づくり活動等につなげて拡大を図るとともに、各種団体や企業、学校等との
連携により、様々な活動が生かされるネットワークづくりや活動の場の確保を進めてい
きます。

●身近な相談のほか、専門的な相談にも対応できるよう、包括的な相談支援に努めるとと
もに、誰一人取り残されることのないよう寄り添う支援に取り組んでいきます。
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富山市災害ボランティアネットワーク
会議への参画
ボランティア講座開催事業

（災害支援ボランティア講座）

重点

重点

（1）包括的な相談支援の推進

（1）地域福祉活動拠点の整備

（2）公共的施設の有効活用

（2）地域づくり活動の推進

（5）災害に備えた対策の推進

① 寄り添い支える相談体制

① 地域福祉活動の場づくり

① 総合社会福祉センターなど
公共的施設の活用

① 子育てサロンへの支援

⑥ 福祉関係施設と地域住民との交流

② ボランティアの交流、情報交換の場づくり

③ 地域福祉の拠点づくり

② ふれあいいきいきサロン等の拡充

④ 障害のある人の地域生活への支援

③ 介護予防推進体制の強化

⑤ 生活困窮者支援の推進

① 地域防災力の向上

生活困窮者自立支援事業
（自立相談支援機関）

生活支援体制整備事業

寄り添 い支える体 制 づくり

地 域 福 祉 の 場 づくり

総合相談窓口の設置

子育て応援事業

地域福祉活動活性化事業
（障害者福祉推進事業）

ボランティア交流会開催事業

婦中社会福祉センター運営事業
総合社会福祉センター運営事業

地域食堂等支援事業

音訳サービス事業

心配ごと相談事業

地域福祉活動活性化事業（児童福祉推進事業）

共同作業所運営事業

生活福祉資金貸付事業

ふれあいサロン普及事業

福祉バス運行事業

緊急支援事業

いきいきクラブ事業

ボランティア講座開催事業
（手話、音訳、点訳講座）

フードパントリー事業

団体事務（富山市老人クラブ連合会）
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基本目標Ⅲ

重点

重点

重点

重点

重点

重点

重点

（1）情報アクセシビリティの向上

（4）成年後見制度の利用促進

（1）ユニバーサルデザインの推進

（2）安心して暮らせる住まいの確保

（3）スマートシティ政策の推進

福祉の講師派遣事業（支援者向け）

福祉後見サポート事業
（受任者調整会議の開催と後見人等の支援）
福祉後見サポート事業
（市民後見人の育成と充実）

広報活動普及事業
（福祉サービスの情報発信）

福祉後見サポート事業
（中核機関の機能）

福祉の講師派遣事業（住民向け）

生活困窮者自立支援事業
（住居確保給付金）

安心して自分らしく暮らせる地域づくり

福祉サービスを安心して利用できる地域づくり

人 にやさしいまちづくり

●支援を必要とする場合、または、今後必要となった場合、誰もが安心して暮らし続けら
れるよう、様々な制度やサービスの情報提供や相談支援に努めるとともに、福祉サービ
スの量の確保と質の向上を図ります。

●性、年齢、障害の有無等にかかわらず、その有する能力に応じて自立し、安心して暮ら
すことができるよう権利擁護や成年後見制度の利用促進体制を整備するとともに、多様
性を認め合い、同じ地域に暮らす一人として地域とつながる支援に取り組んでいきます。

① 支援を必要とする人への情報発信や
サービス利用に結びついていない人への対応

① 成年後見制度や権利擁護支援に関する
理解・啓発の推進

① 心のバリアフリーの推進

① 住まいに課題を抱える人への横断的な支援

① デジタル格差の解消

② 支援者等への情報提供

② 本人と成年後見人等の支援環境や体制の充実

③ 市民後見人の活躍推進

（2）福祉サービス事業の充実

（3）権利の擁護

① 指定管理者制度の活用

① 日常生活自立支援事業の推進

② 福祉サービスの質の確保

大沢野高齢者いきがい工房事業

日常生活自立支援事業

高齢者移送サービス事業
お買物バス事業
介護認定調査事務事業
福祉機材貸出事業（介護用具の貸出）

わくわくスマホ教室

福祉用具サポート事業

ボランティア講座開催事業
（IT支援ボランティア養成講座）
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重点事業（７つ）のイメージ

概要版
令和７年（２０２５年）３月

地 域 福 祉 活 動 計 画

〒939-8640
富山市今泉８３番地１
TEL 076-422-3400
FAX 076-491-2433
URL https://www.toyamacity-shakyo.jp/

発行/社会福祉法人
　　　富山市社会福祉協議会

ホームページ

図１

（地域福祉の啓発）（ボランティア）（福祉サービスの情報発信）

《広報活動のイメージ図》

● 取り組み、事業紹介
● 新着情報の掲載
　⇒イベントや講座情報など
　　市民に周知したい事項を発信

● 市広報とやま「社協からのお知らせ」（毎月）
　⇒障害の有無に関わらず
　　情報を受け取れるよう、音訳版を作成
● 新聞（善意のともしび欄）
　⇒愛と誠銀行の寄附報告
● 各事業のチラシの作成、
　公共施設等への配布、設置

● Facebook
　⇒行事、寄附の報告など
● LINE
　⇒ボランティアに関する募集情報、
　　講座の案内など

ホームページ

●「市民ふれあい広場」ほか、
　ふれあいイベントの開催
　⇒障害理解やボランティア活動PRの機会
●「市福祉フェスティバル」の開催
　⇒講演等を通じて地域福祉や共生社会を啓発
● その他、子育て支援や権利擁護などの
　啓発イベントの開催

気軽に！タイムリーに！
若年層への周知強化！

知る!学ぶ!
相談する!参加する!

年代、国籍、障害の有無に関わらず
誰もが閲覧しやすく！

ホームページ

インターネット、SNSが
得意でない方にも！

紙媒体

SNS

ボランティア活動のきっかけづくり！
誰も排除しない地域共生社会の啓発！

イベント

　ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、パンフレットを活用し、事業
の紹介やボランティア、地域福祉活動に関する情報などを掲載して市民に情報を発信し
ます。

【事業概要】

広報活動普及事業

１．市民に親しみやすいホームページ（リニューアルの検討）
２．情報発信ツールの拡大検討
３．災害時の情報発信として、ICTの効果的な活用
４．多様性を尊重し、多言語や障害に配慮した情報提供
　こうした取り組みを充実させ、福祉を身近に感じられるように『広報力』を高め、
ボランティアや地域福祉活動にかかわる『人口』の拡大を目指します。

【５年間で目指すこと】
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《役割と取組みの広がりのイメージ図》

役割を最大限に活かし、地域の「支え合う関係」や
つながりの再構築を基盤に…

⇒誰もがボランティア活動をできる環境を整えます
⇒制度や事業の枠組みにとらわれず、柔軟で迅速に対応します
⇒地域生活課題を解決するために新しい社会資源（居場所やプログラム）を開発します
⇒ボランティアの楽しさやおもしろさを伝えていきます
⇒既存資源で対応できなくても、受け止め、解決策を探ります

役割
社会参加の促進

福祉教育の推進

福祉でまちづくり

地域ニーズの集約

プラットフォームづくり

災害等非常時の支援

あらゆる人たちが社会参加で
きるように、合理的配慮を促
し、必要なコーディネートを
していきます

多くのニーズや相談を窓口で
受け止めます

差別や排除されることなく、
社会の中でともに支え合う

「共に生きる力」を育みます

多様な活動主体と連携して
取り組みます

ボランティア・NPO・団体・学校
社会福祉法人・企業・行政機関など、
ネットワークで地域の課題解決に取
り組みます

住民や地域の関係者とのネットワーク
を活かし、災害時は被災者の生活支援・
復興支援を行なっていきます

図３

　ボランティアしたい人や必要とする人の相談に応じ、コーディネートを行い、ボラン
ティアに関する研修会や講演会の開催、助成金の情報提供など、ボランティア活動を支
援します。また、災害時には富山市災害ボランティアネットワーク会議と協力して、災
害ボランティアセンターを設置します。

【事業概要】

ボランティアセンター運営事業

１ ．地域に開かれたふくしのフロントとして、住民が相談しやすく入りやすい『窓口』、
わかりやすく見えやすい『看板、顔』、制度や事業の枠組みにとらわれず、地域生活
課題にも柔軟・迅速に取り組み、新しい領域を開拓していきます。

２ ．地域の「支え合う関係」や「つながりの再構築」を基盤に、関係機関との連携の
枠をさらに広げて、誰もがボランティアとして活躍できる地域社会、誰も排除しな
い共生社会を創造します。

【５年間で目指すこと】
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《相談・解決のイメージ図》

生活に困ったときはまず
社協が受け止めます

さまざまな機関と連携し
多方面から支援します

困ったときに助け合える
地域づくりをサポートします

対象者に寄り添って
段階的に支援を行います

社会参加の機会を提供し
つながり作りに努めます

保健福祉センター

ハローワーク

居住支援法人

不動産会社

就労移行支援事業所

就労準備支援事業所

ひきこもり
地域支援センター

障害者相談
支援センター

行政

医療機関

法テラス

見守り活動 サロン

サークル活動 活躍の場

家族がひきこもって
いる

長い間働いて
いなくて就職が不安

家賃を払えず家を
出なければいけない

病気で
働けなくなった

収入より借金が
多くて大変

仕事がなかなか
見つからない

富山市社会福祉協議会

地　域

一緒に相談に
乗ります！

一緒に問題を
整理します！

安　心 自　立つながり

図５

（自立相談支援機関）（住居確保給付金）

　最低限の生活を維持することができなくなる恐れのある方（生活困窮者）への支援を
行っています。
　本事業は、重層的支援体制整備事業の包括的相談支援事業に位置付けられており、経
済的な問題だけでなく、さまざまな問題（健康面や障害、家庭など）を抱えている生活
困窮者に対し、一人ひとりの状況に合わせた包括的な相談支援を実施するものです。
　また、長く失業している方、ひきこもりやニートで悩んでいる方、働いた経験がなく
不安な方など、これまで制度の狭間で支援を受けられなかった複合的な問題を抱えた方
も対象となります。

【事業概要】

生活困窮者自立支援事業

１ ．生活困窮者の尊厳の確保に配慮し、複合的な生活課題を有する生活困窮者の相談
ごとをワンストップで受け止め、伴走するように寄り添いながら、生活困窮状態か
らの早期脱却を図ることができるよう支援していきます。

２ ．生活困窮者支援を通じた地域づくりとして、早期発見や見守りのための地域ネッ
トワークを構築し、生活困窮者が社会とのつながりを実感できるよう、関係機関と
連携し、参加の場や機会を広げる支援を行っていきます。

【５年間で目指すこと】
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図２

（住民向け）（学校向け）（支援者向け）

《心のバリアフリー推進のイメージ図》

講座の例
　車いす体験、高齢者疑似体験、点字・手話・盲導犬ってなぁに？、介護の職場につい
て、福祉推進員について、ケアネット活動について、ボランティア活動について、日常
生活自立支援事業について、成年後見制度について　等

　高齢や障害へ負のイメージを植え付けるのではなく、どのような配慮があればよいか、
自分にできることはなにか、考える機会になります

　地域の状況やさまざまな課題について学び・考える機会をつくり地域の福祉力を高め
ます

物理的なバリア 制度のバリア

意識のバリア
引用：政府広報オンライン情報面でのバリア

ボランティア
ってなに？

社協について
知りたい！

おじいちゃん・おばあちゃんの
役に立ちたい！

福祉について
学びたい！

障害のある方には
どんな配慮が必要かな？

ご近所同士の
支え合いって大事だよね

介護の現場を
知りたい！

福祉への理解・関心の推進

幅広い世代への福祉教育の推進

心のバリアフリーの推進

思いやりの心
ともに生きていく心を育む

　福祉への理解と関心を深めてもらうことを目的に地域の団体や企業、学校などへ福祉
の講師（障害のある人やボランティア団体、社協職員など）を派遣します。

【事業概要】

福祉の講師派遣事業

１ ．幅広い世代への福祉教育の推進を行い、福祉について考える・携わる「担い手」
を増やすことで、社会のバリアを解消して心のバリアフリーを推進します。

２ ．団体（障害・ボランティア等）や施設、企業と連携・協働して、それぞれの得意
分野を活かし、市民のニーズに応じた新しいメニューを開発します。

【５年間で目指すこと】
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《活動のイメージ図》

〈個別支援〉
●  住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けられるように、関係機関と連携しながら、一人ひとりの生活

や想いに寄り添った支援を行います。
【関連事業】　生活困窮者自立支援事業、日常生活自立支援事業、福祉後見サポート事業　など
〈地域支援〉

●  地域住民の方々の支援の輪をサポートし、関係機関と連携しながら、地域のみなさんと共に住みよいま
ちづくりに取り組んでいきます。

【関連事業】　生活支援体制整備事業、ふれあいサロン普及事業、いきいきクラブ事業　など

〈よりそい〉
声かけ、話し相手（電話でも可）、さりげない見守り　など

〈家のこと〉
買物、ゴミ出し、除雪、電球の取替え、庭木の剪定　など

〈その他〉
通院の付添、薬の受取、重い荷物の移動、おすそ分け、書類
の説明、外出の手伝い　など

富山市社会福祉協議会

地域包括支援
センター

障害者相談支援
センター

保健福祉センター

老人クラブ員 ボランティア

地区社協役員

民生委員・
児童委員

町内会役員

友人・隣人

福祉推進員

新聞配達員など

医療機関

子育て支援
センター

行政

ケアネットチーム

利用者

地域住民

安心感

つながり

孤立の
早期発見・

防止 閉じこもり
防止

負担の軽減

図４

（ケアネット事業）

　ケアネット活動とは、さまざまな福祉課題を抱えて生活している世帯に対して、地域
住民がケアネットチームを作り、見守りや軽易な生活支援を行う、現代版「向こう三軒
両隣」のつながり・支え合いの活動です。富山市社協では、専門職や関係機関と連携・
情報共有して地域のケアネット活動を支援しています。

【事業概要】

地域総合福祉推進事業

１ ．ケアネット活動等、支え合い活動に取り組む地区に対するサポート機能を強化す
るため、社協職員一人ひとりが支援調整機能を十分に発揮し、組織内の担当の枠組
みを越えて、個別支援と地域支援の一体的な取り組みを進めていきます。

２ ．地域の支え合い活動等、新たなサービスを検討し、既存の社会資源の有効活用を
図るとともに、専門職や関係機関と連携、情報共有を進め、住民主体の取り組みを
柔軟に支援していきます。

【５年間で目指すこと】
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《役割と取組みの広がりのイメージ図》
市全域の地域から出た

課題を検討します
関係機関間で情報

共有・連携を強化します
支え上手・支えられ
上手を増やします

サービスの開発を
検討します

社会福祉法人

企業・NPO

保健福祉
センター

医療機関
福祉団体地域住民

市社協 地域包括支援センター

学　校

老人クラブ

ボランティア

民生委員・
児童委員

地域福祉の「人財」を育成
幅広い方々が地域福祉活動に参加できるように研修会を開催し
ます。地域福祉の「人財」の活動を丁寧にフォローしていきます

支え合いのしくみづくり
共通する地域課題について、困りごと（ニーズ）を協
議体で共有し、それを解決するためのしくみを地域
住民・地域包括支援センターと共に考えていきます

ネットワークづくり
高齢者の生活を支える地域の方々をはじめ、企業・NPO・
協同組合・社会福祉法人・ボランティアなどのネットワー
クを大切にし、地域の支え合いの輪を広げていきます

交流・居場所

見守り・つながり 生活支援

情報共有・連携

第1層協議体 第2層協議体
生活支援コーディネーター

富山市

地域住民一人ひとりが
“できること”を発揮できるよう

多様な主体が連携・協力する地域づくり
誰もが孤立することなく、生きがいや

役割を持ち社会参加できる
住み慣れた地域で暮らし続けられるよう

さまざまな生活支援がある

生活支援体制整備事業の目的
●ケアネット事業
●生活困窮者自立支援事業　など

●お買物バス事業
●生活支援ボランティア
　派遣事業　など

●ふれあいサロン普及事業
●いきいきクラブ事業　など

１ ．高齢化・担い手不足が進む中で、コミュニティの強化を進めるため、地域の福祉
活動やボランティア活動に携わる、新たな担い手の発掘・養成を行っていきます。

２ ．高齢者だけでなく、子ども、若者、障害のある方、子育て中の世帯、経済的に困
窮している方、生きづらさを抱えている方など、様々な状況にある方にとって暮ら
しやすい地域づくりを進めるため、住民主体による多様な活動を支援して持続可能
な社会を築いていきます。

【５年間で目指すこと】

図６

　日常生活圏域ごとに「生活支援コーディネーター」と「協議体」を配置して、地域に
おける支え合い活動を、「地域の視点（住民を中心とした多様な主体）」で推進すること
で、高齢者の生活支援・介護予防の体制づくりを進めるものです。
　また、本事業は令和4年度から「重層的支援体制整備事業」にも位置付けられており、
高齢者のみならず、障害や子ども、生活困窮といった属性・世代を問わない地域づくり
も進めています。 

【事業概要】

生活支援体制整備事業
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内　容・機　能

《役割と取組みのイメージ図》

支援を必要とする人が、住み慣れた地域で
本人らしく生活できるように…

①広報・啓発
出前講座の開催、ホーム
ページ掲載、啓発用リー
フレットの配布など

②相談機能
窓口での相談、専門職
による相談会の開催な
ど

③利用促進機能
親族等による申立て手続
き支援、市民後見人養成
基礎講座、成年後見講演
会の開催など

④後見人等支援機能
親族後見人等からの相談支援、
後見人等支援チーム会議、成
年後見推薦協議会の開催など

高齢者・障害者等 ケース発見 チーム対応家庭裁判所
支援方針決定
申立支援

受任者調整会議※

①広報・啓発 ②相　談 ④後見人等支援③利用促進（マッチング）

地域包括支援センター、民生委
員・児童委員、金融機関等へ広報

※必要に応じて適切な後見人候補を推薦する

図７

（中核機関の機能）（受任者調整会議の開催と後見人等の支援）（市民後見人の育成と充実）

　とやま福祉後見サポートセンターとして、判断能力が十分でない高齢者や障害者の生
活の安定と利益の保護を図るとともに、その親族の不安解消のため成年後見制度の利用
を促進します。さらに中核機関として制度の普及・啓発、市民後見人となる人材の育成
や後見活動の支援、地域連携ネットワーク構築などを行うことにより、支援を必要とす
る人たちの権利と尊厳を守り（権利擁護）、地域社会でその人らしい生活を継続してい
けることを目指します。

【事業概要】

福祉後見サポート事業（とやま福祉後見サポートセンター）

１ ．地域住民が身近な制度と感じるような広報・啓発活動
２ ．地域住民や専門職がすぐ相談できる環境や体制づくり
３ ．親族等申立て手続きの支援や市民後見人の養成と受任後の活動支援
４ ．親族後見人の活動バックアップ
　こうした取り組みを充実させ、地域の見守りの目を増やしていくことや福祉だけで
なく法律や医療の専門職と連携し、地域連携ネットワークの充実を目指します。

【５年間で目指すこと】
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